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健
康・福
祉

長
寿
を
お
祝
い
し
て
記
念
品
贈
呈

敬
老
の
日
に
あ
た
り
、
節
目
の
年
齢

に
達
し
た
方
（
表
参
照
）
や
結
婚
50
周

年
を
迎
え
る
ご
夫
婦
に
、
長
寿
を
お
祝

い
し
て
記
念
品
を
お
届
け
し
ま
す
。

な
お
、
結
婚
50
周
年
に
つ
い
て
は
、

事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

該
当
さ
れ
る
方
は
、
８
月
22
日
㈮
ま

で
に
印
鑑
と
通
帳
の
写
し
を
持
参
し
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
本
籍
が
山
武
市

に
な
い
方
は
、
戸
籍
謄
本
も
必
要
で

す
）。

問　
高
齢
者
福
祉
課　
☎
(80)
２
６
４
２

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

定
期
接
種
化

10
月
か
ら
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
定
期
接
種
化
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

対�

象
年
齢
等　
山
武
市
に
住
民
登
録
が

あ
っ
て
、
次
の
①
か
②
に
該
当
す
る

人①
当
該
年
度
に
65
歳
に
な
る
人

②
当
該
年
度
に
60
～
64
歳
に
な
る
人

で
心
臓
、
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
の
機
能

に
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
の
重

い
障
害
が
あ
る
人
、
ま
た
は
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機

能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能

な
程
度
の
障
害
が
あ
る
人

※
既
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
受

け
た
こ
と
が
あ
る
方
は
対
象
外
で
す
。

経
過
措
置　
平
成
26
年
度
か
ら
30
年
度

ま
で
の
間
は
、
各
当
該
年
度
に
70

歳
、
75
歳
、
80
歳
、
85
歳
、
90
歳
、

95
歳
、
１
０
０
歳
と
な
る
方
も
対
象

と
な
り
ま
す
。

※
定
期
接
種
と
は
、
予
防
接
種
法
で
市
町

村
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
予
防

接
種
で
す
。

定
期
接
種
と
な
っ
た
際
の
助
成
額

（
自
己
負
担
額
）
な
ど
詳
し
く
は
、
決

ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問　
健
康
支
援
課　
　
☎
(80)
１
１
７
１

お
た
っ
し
ゃ
運
動
教
室
☆　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
者
募
集

年
齢
を
重
ね
る
と
誰
で
も
筋
力
や
バ

ラ
ン
ス
感
覚
が
低
下
し
て
き
ま
す
。
い

つ
ま
で
も
健
や
か
な
毎
日
を
送
れ
る
よ

う
脳
を
活
性
化
さ
せ
、
足
腰
の
筋
力
、

バ
ラ
ン
ス
力
、
歩
行
能
力
を
向
上
さ
せ

ま
し
ょ
う
！

対　
象　
（
１
）
山
武
市
に
住
所
を
有

す
る
65
歳
以
上
の
方

（
２
）
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
な
い
方

（
３
）
主
治
医
か
ら
運
動
制
限
を
受

け
て
い
な
い
方

（
４
）
昨
年
度
、
本
教
室
に
参
加
し

て
い
な
い
方

内　
容　
ス
ト
レ
ッ
チ
や
筋
力
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
、
歩
き
方
、
脳
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
な
ど

※
栄
養
・
歯
科
講
座
が
１
回
ず
つ
あ

り
、
も
れ
な
く

歯
ブ
ラ
シ
の

プ
レ
ゼ
ン
ト

が
あ
り
ま
す
。

定　
員　
先
着

20
人
（
申
込

み
者
全
員

に
、
健
康
状

態
確
認
の
質

問
票
を
郵
送

し
ま
す
。
返
信
後
、
記
入
内
容
を
確

認
し
、
受
講
者
を
決
定
し
ま
す
。）

日　
程　
10
月
２
日
・
９
日
・
23
日
、

11
月
６
日
・
20
日
、
12
月
４
日
・
11

日
・
25
日
（
木
曜
日
・
全
８
回
）

時　
間　
午
前
９
時
半
～
11
時
半

場　

所　

松
尾
I
T
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

参
加
費　
無
料

申
込
期
限　
８
月
29
日
㈮

申
・
問　
健
康
支
援
課

☎
(80)
１
１
７
１

あ
ん
と
ん
ね
ぇ
さ
～
『
九
十
九
里
地

域
認
知
症
家
族
の
会
』
in
山
武
市

認
知
症
の
方
を
介
護
さ
れ
て
い
る
方

同
士
で
、
介
護
の
悩
み
や
困
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
語
り
合
っ
て
み
ま
せ
ん

か
？

日　
時　
８
月
22
日
㈮　
午
後
１
時
半

～
３
時
半

場　
所　
成
東
文
化
会
館
の
ぎ
く
プ
ラ

ザ
内　
容　
認
知
症
の
個
別
相
談
、
参
加

者
同
士
の
交
流

対　

象　

認
知
症
の
方
（
疑
い
を
含

む
）
を
介
護
し
て
い
る
方

※
市
外
の
方
も
参
加
で
き
ま
す

申
・
問　
山
武
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　
　
　
　
　
　
☎
(80)
２
６
４
３

※平成 26年 9月 1日現在で 3カ月以上市内にお住まいの方が対象となります。

対　象　者 　　　　祝金・祝品 　お届けの方法　　　申請の要否
満99歳
（大正3年9月2日
～大正4年9月1日生）

祝　金
50,000円

9月中旬から
各戸配布

9月中旬に郵送

9月中旬に郵送

9月中旬に
口座振込

買物券
10,000円

買物券
5,000円

祝　金
5,000円

満88歳
（大正14年9月2日
～大正15年9月1日生）
満77歳
（昭和11年9月2日
～昭和12年9月1日生）

結婚50周年
（昭和38年9月2日か
ら昭和39年9月1日に
ご結婚された方）

不　要

不　要

不　要

必　要



今
ま
で
任
意
接
種
（
予
防
接
種
法
の

対
象
で
は
な
い
が
、
希
望
者
が
自
費

で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
予
防
接
種
）

だ
っ
た
水
痘
（
水
ぼ
う
そ
う
）
ワ
ク
チ

ン
が
定
期
接
種
に
な
り
ま
す
。

水
痘
は
、
水
痘
帯
状
疱
疹
ウ
イ
ル
ス

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
発
疹
を

伴
う
感
染
力
の
強
い
病
気
で
、
そ
の

70
％
以
上
は
４
歳
以
下
で
発
症
し
て
い

ま
す
。
せ
き
や
く
し
ゃ
み
に
よ
る
飛
沫

感
染
・
空
気
感
染
と
、
水
疱
内
に
存
在

す
る
ウ
イ
ル
ス
に
触
れ
る
接
触
感
染
で

う
つ
り
、
保
育
園
な
ど
で
の
集
団
感
染

が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
水
痘
ワ
ク
チ
ン

を
１
回
接
種
す
る
こ
と
で
、
水
痘
の
か

か
る
割
合
を
80
～
85
％
程
度
、
重
症
化

を
ほ
ぼ
１
０
０
％
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

対
象
年
齢　
１
～
３
歳
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
人

接
種
方
法　
３
カ
月
以
上
の
間
隔
を
お

い
て
、
合
計
２
回
皮
下
に
接
種

標
準
的
な
接
種
期
間　
１
歳
か
ら
１
歳

３
カ
月
に
至
る
ま
で
に
初
回
接
種
を

行
い
、
追
加
接
種
は
初
回
接
種
終
了

後
６
カ
月
か
ら
１
年
に
至
る
ま
で
の

間
隔
を
お
い
て
１
回
行
う

経
過
措
置　
３
～
５
歳
に
至
る
ま
で
の

間
に
あ
る
人
か
つ
未
接
種
者
を
対
象

と
し
、
１
回
接
種
と
す
る
（
平
成
26

年
度
限
り
）

そ
の
他

・
既
に
水
痘
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る

人
は
対
象
外
と
す
る
。

・
任
意
接
種
と
し
て
既
に
水
痘
ワ
ク
チ

ン
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
人
は
、
既

に
接
種
し
た
回
数
分
の
接
種
を
受
け

た
も
の
と
み
な
す
。

※
10
月
以
前
に
対
象
年
齢
と
な
る
場
合

は
、
感
染
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
の

で
、
接
種
を
差
し
控
え
な
い
で
く
だ

さ
い
（
自
費
）。

問　
健
康
支
援
課�

☎
(80)
１
１
７
２

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

献
血
実
施
日

日　
時　
８
月
６
日
㈬

　
　
　
　
午
前
10
時
～
11
時
45
分

　
　
　
　
午
後
１
～
４
時

場　
所　
成
東
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

問　
健
康
支
援
課�

☎
(80)
１
１
７
３

『
特
別
児
童
扶
養
手
当
』�

『
特
別
障
害
者
・障
害
児
福
祉
手
当
』は�

所
得
状
況
届
・
現
況
届
の
提
出
が�

必
要
で
す

各
手
当
を
現
在
受
け
て
い
る
方
は
届

出
書
を
８
月
11
日
㈪
か
ら
９
月
10
日
㈬

の
間
に
社
会
福
祉
課
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
届
出
書
の
用
紙
は
直
接
送
付

し
ま
す
）。
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場

合
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

ま
た
、
２
年
以
上
届
出
が
な
い
と
、

時
効
に
よ
り
支
払
い
を
受
け
る
権
利
が

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

家
庭
で
介
護
さ
れ
て
い
る
障
害
の
あ

る
児
童
（
20
歳
未
満
）
の
福
祉
の
増
進

を
図
り
、
そ
の
生
活
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
児
童
の
父
母
ま
た
は

養
育
者
に
対
し
て
支
給
す
る
手
当
で
す
。

※
所
得
制
限
あ
り

　
支
給
月
額：�

１
級�

４
万
９
９
０
０
円

�

２
級�

３
万
３
２
３
０
円

特
別
障
害
者
手
当

著
し
く
重
度
の
障
害
が
重
複
す
る
な

ど
の
状
態
に
あ
る
た
め
日
常
生
活
に
お

い
て
常
に
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

20
歳
以
上
の
在
宅
の
方
（
障
害
者
本

人
）
に
支
給
す
る
手
当
で
す
。

※
所
得
制
限
あ
り

支
給
月
額
：
２
万
６
０
０
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

著
し
く
重
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

た
め
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な

介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
下
の
在
宅

の
方
（
障
害
者
本
人
）
に
支
給
す
る
手

当
で
す
。

※
所
得
制
限
あ
り

支
給
月
額
：
１
万
４
１
４
０
円　

《
現
況
届
提
出
不
要
》

在
宅
重
度
知
的
障
害
者
及
び
ね
た
き
り

身
体
障
害
者
福
祉
手
当

療
育
手
帳
の
程
度
が
Ａ
以
上
で
20
歳

以
上
の
在
宅
の
方
ま
た
は
そ
の
介
護

者
、
自
宅
に
お
い
て
６
カ
月
以
上
寝
た

き
り
状
態
の
身
体
障
害
者
で
20
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
ま
た
は
そ
の
介
護
者
に

支
給
す
る
手
当
で
す
。

※
特
別
障
害
者
手
当
と
の
併
給
は
で
き

ま
せ
ん
。
所
得
制
限
な
し
。

支
給
月
額
：
８
６
５
０
円　
　

問　
社
会
福
祉
課�

☎
(80)
２
６
１
４

水す
い
痘と
う
ワ
ク
チ
ン
が�

10
月
か
ら
定
期
接
種
に
な
り
ま
す

けんけつちゃん
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受
け
ま
し
た
か
？　
特
定
健
診

特
定
健
診
は
、
40
～
74
歳
ま
で
の
国

民
健
康
保
険
加
入
者
と
後
期
高
齢
者
医

療
加
入
者
の
方
が
対
象
で
す
が
、
今
年

の
特
定
健
診
は
受
け
ま
し
た
か
？

特
定
健
診
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
を
中
心
と
し
た
生
活
習
慣
病

を
予
防
・
改
善
す
る
た
め
の
健
診
で

す
。集

団
健
診
は
、
８
月
４
日
ま
で
松
尾

Ｉ
Ｔ
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
い

ま
す
。

集
団
健
診
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方

は
、
さ
ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー
・
国
保
日

向
診
療
所
・
花
城
医
院
・
宇
井
医
院

で
、
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
個
別
健

診
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
個
別

健
診
を
受
診
の
場
合
は
、
事
前
に
予
約

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
受
診
票
に

同
封
さ
れ
て
い
る
健
診
案
内
ま
た
は
、

「
広
報
さ
ん
む
」
７
月
号
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

毎
年
特
定
健
診
を
受
け
、
健
康
状
態

を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

問　
国
保
年
金
課�

☎
(80)
１
１
４
３

入院するときや高額な外来診療を受けるときは「限度額適用認定証」の申請手続きを
国民健康保険加入者で次に該当する方は、市の発行する認定証を医療機関の窓口に提示することにより、医療費な

どの軽減が受けられます。
１．70歳未満の国民健康保険加入者で国民健康保険税の未納のない方
　医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、自己負担限度額は所得区分により異なります。
《70歳未満の方の自己負担限度額（月額）》

所得区分
高額療養費の自己負担限度額

3回目まで 過去1年以内に
4回以上の場合

一般世帯
80,100円+

医療費が267,000円を超えた場合は、そ
の超えた分の1%

44,400円

上位所得世帯
（基礎控除後の総所得金額が600万円を超える
世帯もしくは住民税の未申告者がいる世帯）

150,000円+
医療費が500,000円を超えた場合は、そ
の超えた分の1%

83,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
（所得区分・限度額は平成27年１月に改定があります。）

２．世帯の国民健康保険加入者全員（国民健康保険に加入していない世帯主も含む）が住民税非課税の方
入院時の食事代を所得区分が一般の場合と比較して減額できます。また、70歳以上の方は、医療費の自己負担限度

額が低くなります。
《入院時の食事代の標準負担額》　　

なお、すでに交付されている認
定証は、有効期限が平成26年7月
31日までです。引き続き認定を受
ける場合は、再度申請が必要とな
ります。
手続きに必要なもの
・保険証
・印かん（認め印）
※�１月２日以降に転入された方は、
１月１日現在に住所のあった市
区町村の「所得証明書（非課税
証明書）」をお持ちください。
申請先　国保年金課国民健康保険係
問　国保年金課　☎(８０)１１４３

所得区分 入院時の食事代
（1食あたり）

一般の方 260円

70歳未満の住民税非課税の方および70歳以
上の低所得Ⅱの方

90日までの入院
（過去12カ月の入院日数） 210円

90日を超える入院
（過去12カ月の入院日数） 160円

70歳以上の低所得Ⅰの方 100円

所得区分 外来 外来＋入院
一般の方 12,000円 44,400円

低所得Ⅱの方 ��8,000円 24,600円
低所得Ⅰの方 ��8,000円 15,000円

◎低所得Ⅰ…�各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）を
差し引いたときに0円となる世帯に属する方（70歳以上の方のみ）

◎低所得Ⅱ…低所得Ⅰ以外の世帯に属する方

《70歳以上の方の自己負担限度額（月額）》

9 広報さんむ
2014.８月 ☎／市外局番の記載のないものは『0475』です




